
命 を 守 る た め
全 て の 都 立 学 校 で は

自転車 で通学 す る場合 、
ヘルメットの着用が必要です。

生徒・保護者の皆様へ

令和５年４月から道路交通法の改正により、自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務となりました。

自転車乗車用ヘルメット購入助成事業の
実施状況については、お住いの区市町村に
お問合せください。

（担当）東京都教育庁指導部指導企画課安全教育担当 加藤・髙木
電話番号 ０３－５３２０－６８３６

※区市町村向け自転車乗車用
ヘルメット購入補助事業

東京都教育委員会からの
メッセージをチェック！

https://www.anzenedu.metro.tokyo.lg.jp/helmet_keihatsu1.mp4
https://www.anzenedu.metro.tokyo.lg.jp/helmet_keihatsu1.mp4


令和５年10月１日から令和６年３月31日まで

「ヘルメットが

子供の命を守った。」

保護者の皆様へのお願い
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都立高校生のＡさんは、自転車で下校中に転倒し、頭部を
強く打ちましたが、ヘルメットを着用していたため、大きな
怪我にはつながりませんでした。

お子様が自転車で通学する際には、保護者の責任において
ヘルメットを着用させ、大切な子供の命を守ってください。

死者の約７割が
頭部の損傷

警視庁発表（東京都内 H30~R４）
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Aさんの命を守ったヘルメット



自転車乗車用ヘルメット購入助成事業の実施状況に
ついては、お住いの区市町村にお問合せください。

令和５年９月取材 都立町田工科高等学校 ２年 Aさんの保護者

中学校までは、見た目が嫌で、あまりかぶっていません

でした。高校入学時、一緒に通学路を確認しながら「大き

な道路や坂もあるので危ないね」と伝え、かぶらせること

にしました。

本年４月から、「道路交通法」の一部改正により、自転車を利用す

る全ての者に対し、ヘルメットの着用が努力義務となりました。

しかし、都立高校生が、登下校中にヘルメットを着用せず自転車を

運転し、頭部を損傷する事故が多く発生しております。

Aさんの
保護者

令和４年５月、Ａさんは自転車で下校中に、荷物の一部が道路脇の

フェンスに挟まり、前のめりに転倒し、頭部を強く打ちました。転倒

のショックで左腕が痙攣し、動けなくなっていたところ、近くにいた

方が助けてくれました。

Aさんの保護者にお話をお伺いしました。

お子様が自転車で通学する際には、保護者の責任において
ヘルメットを着用させ、大切な子供の命を守ってください。

「ヘルメットをかぶっていなかったら、頭が割れていた

ね、ヘルメットをかぶっててよかったね」と話しました。

ヘルメットが子供の命を守ってくれました。

事故は自分が悪くなくても起こります。大きな事故にな

れば、自分も家族も相手もその家族も、人生が変わってし

まいます。

高校生になれば、最悪の状況を想像できると思います。

様々な状況を想像して、何が大切かを考えてほしいです。

※区市町村向け自転車乗車用ヘルメット購入補助事業


